
飯能市監査委員告示第２号 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく令和６年度財政援助団体等監査を実

施したので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。 

 

令和７年３月１８日 
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１ 監査の対象団体 

   飯能市合併処理浄化槽組合 

 

２ 監査の実施日 

  令和７年１月１７日 

 

３  監査の場所 

(1) 実地監査 

飯能市合併処理浄化槽組合（飯能市合併処理浄化槽組合内） 

 

 (2) 総括監査 

    飯能市役所 本庁舎５階 第３委員会室 

 

４ 監査の範囲及び方法 

    令和５年度の補助金に係る出納その他の事務の執行について、あらかじめ提出を

求めた監査資料及び提出された諸帳簿、証拠書類を精査し、また、関係職員等から

説明を聴取するとともに、補助金の交付目的が十分達成されているか、交付申請等

の手続、収支の経理が適正であるか否かについて監査を実施した。 

なお、本監査は飯能市監査委員監査基準に準処して実施した。 

 

５ 飯能市合併処理浄化槽組合の概要 

(1)  設置目的 

       生活排水による公共用水域の汚濁等の生活環境の悪化に対処し、生活環境の

保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、合併処理浄化槽の普及及び適正な保

守管理を推進することを目的とする。 

    

(2)  設置年月日 

    平成９年４月１日 

 

(3)  組織及び役職員、組合員（令和６年１１月３０日現在） 

  ア 役 員 

組 合 長          １人 

副組合長          ２人 

理  事          １５人 

監  事          ２人 

 

   イ 職 員 

事 務 員             ２人 

 

ウ 組合員          ４，７１８人 
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(4) 事業計画の概況 

事 業 名 事 業 内 容 備 考 

総 会 通常総会 6月 13日 

理 事 会 組合運営等について 必要に応じ実施 

専 門 部 会 

管理者部会 

施工部会 

保守点検部会 

清掃部会 

必要に応じ実施 

研 修 会 合併浄化槽の適正使用等 必要に応じ実施 

広 報 活 動 

・合併処理浄化槽設置者への加入募集 

・合併処理浄化槽の設置促進 

・「組合だより」を作成し、全組合員 

に配布 

  

維持管理の 

完全実施 

保守点検 

清掃 

法定検査 

法及び組合規約 

に基づき実施 

そ の 他 その他組合事業に関する事項   

 

(5)  補助金の名称 

飯能市合併処理浄化槽維持管理補助金 

 

(6)  補助金の内容及び充当状況 

内  容 総事業費(A) 市補助金（B） その他補助金  比率(B/A） 

合併処理浄化槽の設

置者に対する維持管

理に要する経費の一

部補助 

    円 

 

254,820,950 

円 

 

120,397,200 

円 

 

0 

％ 

 

47.2 
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６ 収支決算報告書 

令 和 ５ 年 度  収 支 決 算 報 告 書 
(収入の部) 

 
(令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日)       (単位:円) 

項 目 本年度予算額 収入決算額 比較 説 明 

組 合 費  12,496,120 12,153,325 予算減 342,795   

  （内 訳） 

119,000 119,000 
 

0 
管理者入会金（1,000円×

119人） 

0 0   0 工事業者入会金 

0 0 
 

0 保守点検業者入会金 

0 0   0 清掃業者入会金 

0 0   0 特別組合員入会金 

455,000 245,000 予算減 210,000 施工部会費（18 基） 

4,257,900 4,207,725 
予算減 

 
50,175 

保守点検部会費（＠225 円

×のべ 18,701基） 

7,664,220 7,581,600 
予算減 

  
82,620 

清掃部会費（＠1,620円×

4,680 基） 

協 力 金  350,000 350,000   0 
埼玉県環境検査研究協会

より組合運営協力金 

雑 収 入  42,380 83,908 予算超 41,528 
預金利子、総会お祝金、雇

用保険預り金等 

預 り 金  257,744,500 254,820,950 予算減 2,923,550   

  （内 訳） 

135,965,900 134,423,750 予算減 1,542,150 
管理者部会費（差額は途中

退会者への預り金返金等） 

121,778,600 120,397,200 予算減 1,381,400 
飯能市合併処理浄化槽維

持管理補助金（代理受領） 

積立金取崩し 0 0 
 

0   

合  計 270,633,000 267,408,183 予算減 3,224,817   
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（支出の部） 
 

(令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日)      （単位:円） 

項  目  本年度予算額 支出済額 比較 説 明 

賃  金  7,052,500 7,052,500   0 職員賃金 

福利厚生費  160,000 186,629 予算超 26,629   

  （内 訳） 

0 0   0 健康保険料、年金料等 

160,000 186,629 予算超 26,629 
職員労働保険料 定期健

康診断受診 

会 議 費  100,000 32,324 予算内 67,676 
 

研 修 費  50,000 0 予算内 50,000   

需 用 費  600,000 428,170 予算内 171,830   

  （内 訳） 

220,000 208,318 予算内 11,682 組合だより等印刷製本費 

150,000 92,836 予算内 57,164 消耗品費 衛生費 

230,000 127,016 予算内 102,984 水道光熱費 

役 務 費  1,100,000 930,569 予算内 169,431 郵便料、電話料等 

手 数 料  1,500,000 1,281,199 予算内 218,801 振込手数料 

委 託 費  0 0   0   

使用料賃借料 1,114,440 1,114,440 
 

0   

  （内 訳） 
154,440 154,440 

 
0 コピー機リース料 

960,000 960,000   0 事務所賃借料 

備品購入費 150,000 62,900 予算内 87,100 
ゼンリン住宅地図購入、

事務所蛍光灯交換  

税理士報酬等 125,500 125,500   0 

16,500円×3ヶ月分＋決

算時 66,000 円  飯能商

工会議所会費 

税金（消費税） 570,000 552,300 予算内 17,700   

諸  費  30,000 0 予算内 30,000 
 

予 備 費  144,060 0 予算内 144,060   

事業費補助 0 0   0   

事 業 費  

(預り金） 
257,744,500 254,820,950 予算内 2,923,550   

  （内 訳） 

93,673,800 92,569,950 予算内 1,103,850 
保守点検料（＠4,950×の

べ 18,701基） 

140,510,700 138,996,000 予算内 1,514,700 
清掃料（＠29,700×4,680

基） 

23,560,000 23,255,000 予算内 305,000 
法定検査料（＠5,000×

4,651 基） 

積 立 金  0 628,702   628,702 
維持管理積立金（ゆうち

ょ銀行普通）へ 

退職金積立 192,000 192,000   0 
H26.8.1より中小企業退

職金共済に加入  

合  計  270,633,000 267,408,183 予算内 3,224,817   
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７ 監査の結果 

飯能市合併処理浄化槽維持管理補助金については、飯能市合併処理浄化槽組合(以

下「組合」という。)の組合員に対し、合併処理浄化槽の維持管理に必要な保守点検、

法定検査及び清掃費用に充てるために支出されている。 

当該補助金は、「飯能市補助金等の交付手続等に関する規則」に基づき、「飯能市

合併処理浄化槽維持管理補助金交付要綱」が定められており、交付申請書及び添付

書類については要綱に沿ったものとなっていた。また、関係する会計帳簿、収支決

算報告書及び証拠書類を照合した結果、適正に処理されていると認められた。 

所管課においては、補助金が目的にそって常に最少の経費で最大の効果を挙げら

れているか検証するとともに今後も交付先の団体がどのように補助金を充当して

いるかを正確に把握し、補助金交付の透明性の確保と適正な交付手続に努められた

い。 

組合においては、市から多額の補助金を組合員への補助金として代理受領してい

ることから、今後も複数の役職員による帳簿や預金通帳等の確認など、補助金の管

理について徹底されたい。 

最後に、組合員の合併処理浄化槽の維持管理が良好に継続されていくためには、

今後も効率的な組合運営と適正な事務処理を行うとともに、合併処理浄化槽の普及

及び適正な保守管理の推進が必要である。引き続き組合には、市民の生活環境の保

全と公衆衛生の向上に努められることを望む。 

 


